
 

公職選挙法の一部を改正する法律案要綱 
（選挙運動に関する規格の簡素化） 

１ 公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化 

  公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる

自動車の規格を、全ての選挙について、乗車定員１０人以下で車両

総重量３.５トン未満とすること。 

                （第１４１条第１項及び第６項関係） 

 

２ 公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一 

  公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター（いわゆる

「５号ポスター」）の規格を、全ての選挙について、個人演説会の

告知の記載の有無にかかわらず、長さ４２cm、幅４０cm以内とすること。

これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止すること。 

               （第１４３条第１項及び第１３項関係） 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   この法律は、令和８年１月１日から施行すること。 

                       （附則第１条関係） 

 ⑵ 適用区分 

   この法律による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後その

期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日

までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお

従前の例によること。            （附則第２条関係） 

 ⑶ その他 

   その他所要の規定を設けること。 





 

 

公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限について 

【現行】 

根拠 
具体例 備考 

公職選挙法 公職選挙法施行令 

○政令で定める乗用

の自動車が使用可。 

 

○構造上宣伝を主たる

目的とするものは

使用不可。 

 

(注) 

「構造上宣伝を主た

る目的とするもの」

とは、宣伝のために

使用することを目

的としてつくられ、

構造的に宣伝用各

種装置、装飾等が設

備されているもの

等をいう。 

 

イ 乗車定員１０人

以下の乗用自動車

で、ロ・ハ以外のもの 

 

 

普通乗用自動車 

  乗用ワゴン車 

二輪自動車   

 

(注) 

二輪自動車以外は

屋根・おおいのあ

るもの（固定）に限

られ、開閉できる

サンルーフ等は使

用不可。 

ロ 乗車定員４人以上

１０人以下の小型

自動車 

 

※小型自動車 

・長さ：4.70ｍ以下 

 幅  ：1.70ｍ以下 

 高さ：2.00ｍ以下 

・総排気量：2,000cc 以下 

小型乗用自動車 

  ライトバン 

  

軽乗用自動車 ・  軽貨物自動車 

  

(注１) 

乗用のほか貨物も

使用可。 

 

(注２) 

屋根・おおいのあ

るもの（固定）に限

られ、開閉できる

サンルーフ等は使

用不可。 

ハ 四輪駆動式の自

動車で車両重量２

トン以下のもの 

 

 

ジープ 

サンルーフ車 

  

(注１) 

乗用のほか貨物も

使用可。 
 
(注２) 

屋根・おおいのあ

るものに限られる

が、固定されてい

ない幌付や開閉で

きるサンルーフ等

も使用可。 
 
※町村の選挙では、上記のほか「小型貨物自動車」（小型・軽）の使用が認められている。 

（乗車定員が４人未満や屋根・おおいのないものも使用可（具体例：軽トラック）。） 
 
 
 

【改正後】 

  ○ 乗車定員１０人以下  かつ  車両総重量３.５トン未満の自動車が使用可。 

     使用可となる自動車：サンルーフ車、小型トラック、８ナンバー車 等 

     使用不可の自動車：マイクロバス、中型トラック        等 
 
  ※普通免許（現行の運転免許制度の区分）で運転することができる普通自動車の乗車定員・車両総重量の

上限（府令で規定）を参照したもの 

別紙① (要綱「１」関係) 
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公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格について 
 

【現行】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 
 

【改正後】 

 

 

 

 

 

 

個
人
演
説
会
告
知 

※ 合わせて作成可 

・ 衆議院 小選挙区議員 

・ 参議院 選挙区議員 

・ 都道府県 知事 

・ 参議院 名簿登載者 

・ 都道府県 議会議員 

・ 市町村長 

・ 市町村議会議員 

・ 全ての選挙 

別紙② (要綱「２」関係) 

 





 
 

 

一 

 
 

 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
百
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
そ
の
構
造
上
宣
伝
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
政
令
で
定
め

る
乗
用
の
自
動
車
に
、
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
政
令
で
定
め
る
乗
用
の
自
動
車
又
は
小
型
貨
物
自
動

車
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
小
型
自
動
車
に
該
当

す
る
貨
物
自
動
車
を
い
う
。
）
」
を
「
乗
車
定
員
十
人
以
下
で
車
両
総
重
量
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
第
四
十
条
第
三
号
の
車
両
総
重
量
を
い
う
。
）
三
・
五
ト
ン
未
満
の
も
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
及

び
同
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
」
を
「
第
一
項
第
五
号
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
規
定

に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
規
定
に
よ
り
選
挙
事
務
所
を
表
示
す
る
た
め
の
文
書
図

画
」
を
「
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
、
ち
よ
う
ち
ん
及
び
看
板
の
類
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説

会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
及
び
同
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
」
を
「
第
一
項
第
五
号
の
」
に
改
め
、



 

 
 

 

二 

同
条
第
七
項
中
「
規
定
に
よ
り
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
削
り
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中

「
規
定
に
よ
り
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
の
」
に
改
め
、
「
、
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
と

し
、
そ
の
大
き
さ
は
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
一
項
第
一

号
の
」
に
改
め
、
「
（
同
項
第
四
号
の
三
及
び
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
を
除
く
。
）
」
、
「
（
屋
内
の
演
説
会
場
内
に
お
い
て
使

用
す
る
同
項
第
四
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板
の
類
を
除
く
。
）
」
及
び
「
、
縦
二
百
七
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
七

十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
同
項
第
一
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板
の
類
に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、
「
）
を
超
え
て
は
」
を

「
を
超
え
て
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板
の
類
（
屋
内
の
演
説
会
場
内
に
お
い
て
使
用
す
る
同
号
の
ポ

ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板
の
類
を
除
く
。
）
は
、
縦
二
百
七
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
七
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
百
四
十
三
条
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

９ 

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
の
ち
よ
う
ち
ん
の
類
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
に
限
る
。 



 
 

 

三 

 
第
百
四
十
三
条
第
十
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
長
さ
四
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出

議
員
の
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
届
出
政
党
が
使
用
す
る
も
の
及
び
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
衆
議
院
名

簿
届
出
政
党
等
が
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
長
さ
八
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
。 

 

第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
中
「
、
同
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
十
五
項
中
「
第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会

告
知
用
ポ
ス
タ
ー
（
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
の
場
合
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
五
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
四
条
第
四
項
中
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）

議
員
の
選
挙
に
お
い
て
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
」
を
「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
届

け
出
た
衆
議
院
名
簿
に
係
る
」
に
、
「
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
候
補

者
届
出
政
党
が
使
用
す
る
も
の
及
び
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
使
用
す

る
も
の
に
あ
つ
て
は
長
さ
八
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
長
さ
四
十



 

 
 

 

四 

二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
」
を
「
、
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
四
条
の
二
第
五
項
中
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
及
び
第
五
号
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号
」

に
改
め
、
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
。 

 

第
百
四
十
四
条
の
四
の
二
中
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
及
び
第
五
号
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
百
一
条
の
四
第
九
項
中
「
第
百
四
十
三
条
第
六
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
三
項
」
を
加
え
、
「
、
第
四
項
」
を
削
り
、

「
第
九
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
三
十
五
条
の
三
第
二
項
中
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
若
し
く
は
第
五
号
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項

第
五
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
若
し
く
は
第
九
項
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条
第
四
項
」
を
「
、
第
十
一
項
若
し
く
は
第

十
三
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 



 
 

 

五 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
適
用
区
分
） 

第
二
条 
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告

示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
四
条 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 





 
 

 

七 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

近
年
に
お
け
る
選
挙
の
実
情
に
鑑
み
、
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
規
格
制
限
の
簡
素
化
及
び
公
職
の
候
補
者

の
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
規
格
の
統
一
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 





 

一 

◎
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

 
○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
自
動
車
、
船
舶
及
び
拡
声
機
の
使
用
） 

第
百
四
十
一
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
選
挙
運

動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
船
舶
及
び
拡
声
機
（
携
帯
用
の
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
公
職

の
候
補
者
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
た
る
参

議
院
名
簿
登
載
者
で
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
優
先
的

に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き

順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
一
人
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
は
、
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
拡
声
機
に
つ
い
て
は
、
個
人
演
説
会
（
演
説
を
含

む
。
）
の
開
催
中
、
そ
の
会
場
に
お
い
て
別
に
一
そ
ろ
い
を
使
用
す
る
こ
と
を

妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

一 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
並

び
に
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙 

自
動
車
一
台
又
は

船
舶
一
隻
及
び
拡
声
機
一
そ
ろ
い
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て

は
、
自
動
車
二
台
又
は
船
舶
二
隻
（
両
者
を
使
用
す
る
場
合
は
通
じ
て
二
）

及
び
拡
声
機
二
そ
ろ
い
） 

 

（
自
動
車
、
船
舶
及
び
拡
声
機
の
使
用
） 

第
百
四
十
一
条 

（
略
） 

            
一 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
並

び
に
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙 

自
動
車
（
そ
の
構

造
上
宣
伝
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
一
台
又
は
船
舶
一
隻
及
び
拡
声
機
一
そ
ろ
い
（
参
議
院

合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
二
台
又
は
船
舶
二
隻
（
両
者
を



  

二 

  

二 
（
略
） 

２
～
５ 
（
略
） 

６ 

第
一
項
の
自
動
車
は
、
乗
車
定
員
十
人
以
下
で
車
両
総
重
量
（
道
路
運
送

車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
条
第
三
号
の
車
両

総
重
量
を
い
う
。
）
三
・
五
ト
ン
未
満
の
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。 

   

７
・
８ 

（
略
） 

  

（
文
書
図
画
の
掲
示
） 

第
百
四
十
三
条 

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ

て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
四
号
の
二
及
び
第
五
号
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
つ
て
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
使
用
す
る
も
の
）
の
ほ
か
は
、

掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

一 

選
挙
事
務
所
を
表
示
す
る
た
め
に
、
そ
の
場
所
に
お
い
て
使
用
す
る
ポ

ス
タ
ー
、
立
札
、
ち
よ
う
ち
ん
及
び
看
板
の
類 

 

二 

第
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動

車
又
は
船
舶
に
取
り
付
け
て
使
用
す
る
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
、
ち
よ
う
ち
ん

使
用
す
る
場
合
は
通
じ
て
二
）
及
び
拡
声
機
二
そ
ろ
い
） 

 

二 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

第
一
項
の
自
動
車
は
、
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
以
外
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
政
令
で
定
め
る
乗
用
の
自
動
車
に
、
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は

長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
政
令
で
定
め
る
乗
用
の
自
動
車
又
は
小
型
貨
物
自
動

車
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
条
の

規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
小
型
自
動
車
に
該
当
す
る
貨
物
自
動
車
を
い

う
。
）
に
限
る
も
の
と
す
る
。 

７
・
８ 

（
略
） 

  

（
文
書
図
画
の
掲
示
） 

第
百
四
十
三
条 

（
略
） 

     

一 
（
略
） 

  

二 

（
略
） 

 



 

三 

及
び
看
板
の
類 

 

三 
公
職
の
候
補
者
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補

者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選

人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

が
使
用
す
る
た
す
き
、
胸
章
及
び
腕
章
の
類 

 

四 

演
説
会
場
に
お
い
て
そ
の
演
説
会
の
開
催
中
使
用
す
る
ポ
ス
タ
ー
、
立

札
、
ち
よ
う
ち
ん
及
び
看
板
の
類 

 

四
の
二 

屋
内
の
演
説
会
場
内
に
お
い
て
そ
の
演
説
会
の
開
催
中
掲
示
す
る

映
写
等
の
類 

 

（
削
る
） 

  

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る

ポ
ス
タ
ー
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
公
職
の

候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
（
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び

当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
を
除

く
。
）
が
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

２ 

選
挙
運
動
の
た
め
に
、
ア
ド
バ
ル
ー
ン
、
ネ
オ
ン
・
サ
イ
ン
又
は
電
光
に

よ
る
表
示
、
ス
ラ
イ
ド
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
映
写
等
の
類
（
前
項
第
四
号

の
二
の
映
写
等
の
類
を
除
く
。
）
を
掲
示
す
る
行
為
は
、
同
項
の
禁
止
行
為
に

  

三 

（
略
） 

     

四 

（
略
） 

  

四
の
二 

（
略
） 

  

四
の
三 

個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
、

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
の
場
合
に
限
る
。
） 

 

五 

（
略
） 

     

２ 

（
略
） 

  



  

四 

該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

３ 
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は

都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
（
衆
議

院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
届
出
政
党
が
使
用
す
る
も

の
を
除
く
。
）
は
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た

ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
場
ご
と
に
公
職
の
候
補
者
一
人
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
を

限
り
掲
示
す
る
ほ
か
は
、
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

４ 

第
百
四
十
四
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
場
を
設
け

る
こ
と
と
し
た
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
並
び
に
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及

び
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
同
条
第
八
項

の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
場
ご
と
に
公
職
の
候
補
者
一

人
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
を
限
り
掲
示
す
る
ほ
か
は
、
掲
示
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

５ 

第
一
項
第
一
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
、
ち
よ
う
ち
ん
及
び
看
板
の
類
は
、

第
百
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
の
当
日
に
お
い
て
も
、
掲
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
第
百
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

選
挙
の
当
日
に
お
い
て
も
、
掲
示
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

３ 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は

都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会

告
知
用
ポ
ス
タ
ー
及
び
同
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使

用
す
る
ポ
ス
タ
ー
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
候
補
者

届
出
政
党
が
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
場
ご
と
に
公
職
の
候
補
者
一
人

に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
を
限
り
掲
示
す
る
ほ
か
は
、
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。 

４ 

第
百
四
十
四
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
場
を
設
け

る
こ
と
と
し
た
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
並
び
に
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及

び
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た

め
に
使
用
す
る
ポ
ス
タ
ー
は
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
ポ

ス
タ
ー
の
掲
示
場
ご
と
に
公
職
の
候
補
者
一
人
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
を
限

り
掲
示
す
る
ほ
か
は
、
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

５ 

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
選
挙
事
務
所
を
表
示
す
る
た
め
の
文
書
図

画
は
、
第
百
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
の
当
日
に
お
い
て
も
、

掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
及
び
同
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
ポ
ス
タ
ー
は
、
第
百
二
十
九

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
の
当
日
に
お
い
て
も
、
掲
示
し
て
お
く
こ



 

五 

 
７ 
第
一
項
第
一
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板
の
類
の
数
は
、
選
挙
事
務

所
ご
と
に
、
通
じ
て
三
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

８ 

第
一
項
第
四
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板
の
類
の
数
は
、
演
説
会
場

外
に
掲
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
場
ご
と
に
、
通
じ
て
二
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。 

９ 

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
の
ち
よ
う
ち
ん
の
類
の
数
は
、
そ

れ
ぞ
れ
一
に
限
る
。 

 

第
一
項
第
一
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板
の
類
は
、
縦
三
百
五
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
百
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

    

 

第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板
の
類
（
屋
内

の
演
説
会
場
内
に
お
い
て
使
用
す
る
同
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板
の

類
を
除
く
。
）
は
、
縦
二
百
七
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
七
十
三
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
の
ち
よ
う
ち
ん
の
類
は
、
高
さ
八

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
直
径
四
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら

と
が
で
き
る
。 

７ 

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
ポ
ス
タ
ー
、
立

札
及
び
看
板
の
類
の
数
は
、
選
挙
事
務
所
ご
と
に
、
通
じ
て
三
を
こ
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。 

８ 

第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
ポ
ス
タ
ー
、
立

札
及
び
看
板
の
類
の
数
は
、
演
説
会
場
外
に
掲
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

会
場
ご
と
に
、
通
じ
て
二
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
新
設
） 

 

９ 

第
一
項
に
規
定
す
る
ポ
ス
タ
ー
（
同
項
第
四
号
の
三
及
び
第
五
号
の
ポ
ス

タ
ー
を
除
く
。
）
、
立
札
及
び
看
板
の
類
（
屋
内
の
演
説
会
場
内
に
お
い
て
使

用
す
る
同
項
第
四
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板
の
類
を
除
く
。
）
は
、
縦

二
百
七
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
七
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
同
項
第
一

号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板
の
類
に
あ
つ
て
は
、
縦
三
百
五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
横
百
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

   

 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
ち
よ
う
ち
ん
の
類
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
箇
と
し
、
そ
の
大
き
さ
は
、
高
さ
八
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、



  

六 

な
い
。 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

 

 

第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
長
さ
四
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
四

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
候
補

者
届
出
政
党
が
使
用
す
る
も
の
及
び
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

お
い
て
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
長
さ
八

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
。 

 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、

公
職
の
候
補
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
額
の

範
囲
内
で
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
立
札
及
び
看
板
の
類
並
び
に
同

項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
を
無
料
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
第
百
四
十
一
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

  

 

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共

団
体
は
、
前
項
の
規
定
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
に
準
じ
て
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
の

直
径
四
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
は
、
長
さ
四
十
二

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

 

前
項
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
と
合
わ
せ
て
作
成
し
、

掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
に
は
、
そ
の
表
面

に
掲
示
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、

公
職
の
候
補
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
額
の

範
囲
内
で
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
立
札
及
び
看
板
の
類
、
同
項
第

四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員

又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
五

号
の
ポ
ス
タ
ー
を
無
料
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
第
百
四
十
一
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共

団
体
は
、
前
項
の
規
定
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
に
準
じ
て
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
の



 

七 

第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
つ
い
て
、
無
料
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

～

 

（
略
） 

  

（
ポ
ス
タ
ー
の
数
） 

第
百
四
十
四
条 

第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
次
の
区
分

に
よ
る
数
を
超
え
て
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
ポ

ス
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
届
け
出
た
候
補
者
に
係
る
選
挙
区
ご
と
に
千
枚

以
内
で
掲
示
す
る
ほ
か
は
、
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
衆
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
が
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
届
け
出
た
衆
議
院
名
簿
に

係
る
選
挙
区
ご
と
に
、
五
百
枚
に
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
当
該
衆
議
院
名

簿
届
出
政
党
等
の
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
数 

 

二
の
二
～
四 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
第
二
号
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
届
け
出
た

衆
議
院
名
簿
に
係
る
選
挙
区
ご
と
に
中
央
選
挙
管
理
会
に
届
け
出
た
三
種
類

以
内
の
も
の
を
掲
示
す
る
ほ
か
は
、
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
（
都
道
府
県
知
事
の

選
挙
の
場
合
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
つ
い
て
、

無
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

～

 

（
略
） 

  

（
ポ
ス
タ
ー
の
数
） 

第
百
四
十
四
条 

（
略
） 

         

２
・
３ 

（
略
） 

４ 
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選

出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
使
用
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
当
該
選
挙
区
ご
と
に
中
央
選
挙
管
理
会
に
届
け
出
た
三
種
類
以
内

の
も
の
を
掲
示
す
る
ほ
か
は
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
衆
議
院
（
小
選
挙



  

八 

     

５ 

（
略
） 

  

（
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
） 

第
百
四
十
四
条
の
二 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

公
職
の
候
補
者
は
、
第
一
項
の
掲
示
場
に
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を

管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当

該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員

会
）
が
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
告
示
す
る
日
か
ら
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五

号
の
ポ
ス
タ
ー
一
枚
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
に
関
し
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
公
職
の
候
補
者
に
対
し
、
事
情
の
許
す
限
り
便
宜

を
供
与
す
る
も
の
と
す
る
。 

６
～

 

（
略
） 

  

（
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
掲
示
す
る
ポ
ス
タ
ー
の
記
載
） 

区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
届
出
政
党
が
使
用
す
る
も
の
及
び

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
が
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
長
さ
八
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
六
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
長
さ
四
十
二
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
幅
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

５ 

（
略
） 

  

（
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
） 

第
百
四
十
四
条
の
二 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

公
職
の
候
補
者
は
、
第
一
項
の
掲
示
場
に
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を

管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当

該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員

会
）
が
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
告
示
す
る
日
か
ら
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四

号
の
三
及
び
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
ポ
ス
タ
ー
の

掲
示
に
関
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
公
職
の
候
補
者
に
対

し
、
事
情
の
許
す
限
り
便
宜
を
供
与
す
る
も
の
と
す
る
。 

６
～

 
（
略
） 

  

（
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
掲
示
す
る
ポ
ス
タ
ー
の
記
載
） 



 

九 

第
百
四
十
四
条
の
四
の
二 

第
百
四
十
四
条
の
二
及
び
前
条
の
掲
示
場
に
掲
示

す
る
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
に
は
、
そ
の
表
面
に
、
当

該
ポ
ス
タ
ー
を
使
用
す
る
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
を
、
選
挙
人
に
見
や
す
い

よ
う
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

公
職
の
候
補
者
は
、
そ
の
責
任
を
自
覚
し
、
第
百
四
十
四
条
の
二
及
び
前

条
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
に

は
、
他
人
若
し
く
は
他
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
誉
を
傷
つ
け
若
し

く
は
善
良
な
風
俗
を
害
し
又
は
特
定
の
商
品
の
広
告
そ
の
他
営
業
に
関
す
る

宣
伝
を
す
る
等
い
や
し
く
も
当
該
掲
示
場
に
掲
示
さ
れ
る
当
該
ポ
ス
タ
ー
と

し
て
の
品
位
を
損
な
う
内
容
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
推
薦
団
体
の
選
挙
運
動
の
特
例
） 

第
二
百
一
条
の
四 

（
略
） 

２
～
８ 

（
略
） 

９ 

第
百
四
十
三
条
第
六
項
及
び
第
十
三
項
、
第
百
四
十
四
条
第
二
項
前
段
及

び
第
五
項
、
第
百
四
十
五
条
並
び
に
第
百
七
十
八
条
の
二
の
規
定
は
第
六
項

第
一
号
の
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て
、
第
百
四
十
三
条
第
八
項
及
び
第
十
一
項
並

び
に
第
百
四
十
三
条
の
二
の
規
定
は
第
六
項
第
二
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及

び
看
板
の
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
四
十
四
条

第
二
項
前
段
中
「
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出

議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
合

第
百
四
十
四
条
の
四
の
二 

第
百
四
十
四
条
の
二
及
び
前
条
の
掲
示
場
に
掲
示

す
る
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
及
び
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
に
は
、

そ
の
表
面
に
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
を
使
用
す
る
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
を
、
選

挙
人
に
見
や
す
い
よ
う
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

公
職
の
候
補
者
は
、
そ
の
責
任
を
自
覚
し
、
第
百
四
十
四
条
の
二
及
び
前

条
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
及
び
第
五
号

の
ポ
ス
タ
ー
に
は
、
他
人
若
し
く
は
他
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
誉

を
傷
つ
け
若
し
く
は
善
良
な
風
俗
を
害
し
又
は
特
定
の
商
品
の
広
告
そ
の
他

営
業
に
関
す
る
宣
伝
を
す
る
等
い
や
し
く
も
当
該
掲
示
場
に
掲
示
さ
れ
る
当

該
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
の
品
位
を
損
な
う
内
容
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
推
薦
団
体
の
選
挙
運
動
の
特
例
） 

第
二
百
一
条
の
四 

（
略
） 

２
～
８ 

（
略
） 

９ 

第
百
四
十
三
条
第
六
項
、
第
百
四
十
四
条
第
二
項
前
段
、
第
四
項
及
び
第

五
項
、
第
百
四
十
五
条
並
び
に
第
百
七
十
八
条
の
二
の
規
定
は
第
六
項
第
一

号
の
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て
、
第
百
四
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第

百
四
十
三
条
の
二
の
規
定
は
第
六
項
第
二
号
の
ポ
ス
タ
ー
、
立
札
及
び
看
板

の
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
四
十
四
条
第
二
項

前
段
中
「
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の

選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
と
あ
る
の
は
「
参
議
院
合
同
選
挙



  

一
〇 

同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議

院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
同
条
第
五
項
後
段
中
「
、
候
補
者

届
出
政
党
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
二
百
一
条
の
四
第
二
項
の
確
認
書
の
交
付

を
受
け
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
」
と
、「
当
該
候
補
者
届
出
政
党
の
名
称

を
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
衆
議
院

名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
前
項
の
ポ
ス
タ
ー
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
記

号
を
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
参
議
院
名

簿
登
載
者
に
係
る
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
を
、
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
を
」
と
、
第
百
四
十
五
条
第
一
項
た
だ

し
書
中
「
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
第
百
四
十
四
条
の
二
及
び
第
百

四
十
四
条
の
四
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
政
見
放
送
、
選
挙
公
報
等
の
不
法
利
用
罪
） 

第
二
百
三
十
五
条
の
三 

（
略
） 

２ 

第
百
四
十
四
条
の
二
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条
の
四
の
掲
示
場
に
掲
示
し

た
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
そ
の
他
の
文
書
図
画
、
政
見

放
送
又
は
選
挙
公
報
に
お
い
て
特
定
の
商
品
の
広
告
そ
の
他
営
業
に
関
す
る

宣
伝
を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

  

（
推
薦
団
体
の
選
挙
運
動
の
規
制
違
反
） 

区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同

選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
、
同
条
第
五
項
後
段
中
「
、
候
補
者
届
出
政

党
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
二
百
一
条
の
四
第
二
項
の
確
認
書
の
交
付
を
受
け

た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
」
と
、「
当
該
候
補
者
届
出
政
党
の
名
称
を
、
衆

議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
衆
議
院
名
簿
届

出
政
党
等
の
名
称
及
び
前
項
の
ポ
ス
タ
ー
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
記
号
を
、

参
議
院
名
簿
登
載
者
が
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
参
議
院
名
簿
登
載

者
に
係
る
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
を
、
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
党

そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
を
」
と
、
第
百
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

「
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
第
百
四
十
四
条
の
二
及
び
第
百
四
十
四

条
の
四
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
政
見
放
送
、
選
挙
公
報
等
の
不
法
利
用
罪
） 

第
二
百
三
十
五
条
の
三 

（
略
） 

２ 

第
百
四
十
四
条
の
二
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条
の
四
の
掲
示
場
に
掲
示
し

た
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
若
し
く
は
第
五
号
の
ポ
ス
タ
ー
そ
の

他
の
文
書
図
画
、
政
見
放
送
又
は
選
挙
公
報
に
お
い
て
特
定
の
商
品
の
広
告

そ
の
他
営
業
に
関
す
る
宣
伝
を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

  

（
推
薦
団
体
の
選
挙
運
動
の
規
制
違
反
） 



 

一
一 

第
二
百
五
十
二
条
の
二 

第
二
百
一
条
の
四
第
二
項
の
確
認
書
の
交
付
を
受
け

た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
、
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八

項
ま
で
又
は
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
四
十
三
条
第
八
項
、
第

十
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
選
挙
運
動
を
し
た
と
き

は
、
そ
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違

反
行
為
を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

第
二
百
五
十
二
条
の
二 

第
二
百
一
条
の
四
第
二
項
の
確
認
書
の
交
付
を
受
け

た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
、
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八

項
ま
で
又
は
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
四
十
三
条
第
八
項
若
し

く
は
第
九
項
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
選
挙
運

動
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員

と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

 
 

 


